
市政だより

　平成26年４月からの消費税率の引き上げによる所得の低い人への影響を緩和するため「臨時福祉給付金」を
支給します。

支給対象者　次のすべてに当てはまる人
　①平成27年１月１日現在で津山市に住民登録されている②平成27年度分市民税均等割が課税されていない
　③市民税が課税されている人に扶養されていない④生活保護制度の被保護者になっていない
支給額　１人につき６千円
申請書送付時期　支給対象と思われる人には、８月下旬以降に申請書を送付します
※支給対象と思われる人で、９月中旬になっても申請書が届かない場合は、ご連絡ください
申請期間　９月１日㈫～12月１日㈫
※申請期間を過ぎると受け付けできません。申請はお早めにお願いします
申請方法　郵送で届く申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、同封の返信用封筒で市役所へ郵送、ま
たは直接提出

直接提出する場合の提出先・受付期間　市役所本庁舎２階大会議室＝９月１日㈫～10日㈭、市役所本庁舎２階
203会議室（臨時給付金対策室）＝９月11日㈮～12月１日㈫、各支所・出張所担当課＝９月１日㈫～12月
１日㈫　午前８時30分～午後５時15分（※土日・祝日を除く）

※市役所本庁舎２階大会議室では、９月５日㈯・６日㈰にも受け付けを行います
支給時期　10月中旬以降
※申請を受け付けた後、審査を行いますので、申請と同時に現金を受け取ることはできません

平成27年度臨時福祉給付金の申請受け付け
■問臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金対策室☎32-7004

交通安全教室の受付
■問環境生活課（市役所１階１番窓口）☎32-2056

　市では、交通指導員が学校や地域の集会所など
に出向いて交通安全教室（ビデオ上映、講話、実
技指導など）を行っています。
　随時、申し込みを受け付けています。
対象　幼稚園や保育所（園）、小・中学校、町内会、
老人クラブ、親子クラブなどのグループ単位

開催日・時間　月・火・木・金曜日（祝日は除く）、
１回２時間程度

申込方法　電話または直接申し込む（先着順）
夜行タスキを配布しています

　市では、夜間、安全に歩行するた
めの夜光タスキを配布しています。
配布場所　環境生活課または各支
所・出張所担当課

配布数　１人につき１本（先着順）
※詳しくは、お問い合わせくださ
い

不法投棄は犯罪です！！
■問環境事業所☎22-8255

ご存知ですか？ 自殺予防デー・自殺予防週間
■問健康増進課（津山すこやか・こどもセンター：津山総合体育館東隣）☎32-2069

　９月10日は世界自殺予防デー、９月10日～16日は自殺予防週間です。
　誰もがこころの健康を損なう可能性があります。家族や職場などで、周りの人のいつもと違う様子に気付い
たら「眠れていますか？　大丈夫？」などの声を掛けたり、話を聞いたりして、専門家へ相談することを勧め
ましょう。健康増進課でも相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
　一人ひとりが自分にできることを心掛けて、大切な人の自殺を防ぎ、ともに支え合う社会を目指しましょう。

自殺予防　いのちの電話　☎0120-738-556
　　　　　　　　　　　　（毎月10日　午前８時～翌午前８時　通話料無料）
岡山いのちの電話相談センター　☎086-245-4343（年中無休）
働く人のメンタルヘルスポータルサイト＜こころの耳＞ http://kokoro.mhlw.go.jp/

こころの保健福祉相談（予約要）
申込先  美作保健所（椿高下）☎23-0145
ところ  美作保健所

分かち合いの会（予約不要）
　大切な人を自死（自殺）で亡くされた人たちが、
自分の思いや体験を語り合うことで、悲しみや苦
しみを分かち合い、ともに支え合うことを目的と
した会です。
とき　９月３日㈭午後１時30分～３時
ところ　美作保健所
問い合わせ先　美作保健所☎23-0145

不法投棄をした人が不明な場合、不法
投棄ごみの処理費用は、土地管理者が
負担しなければなりません！

！！

　ごみを定められた方法以外で捨てたり、自分の所有している土地であっても無許可で埋め立て処分をしたり
することは不法投棄であり、犯罪です。
　津山の豊かな自然を守るためには、市民の皆さんの協力が不可欠です。
　「不法投棄をしない・させない・許さない」環境づくりに、みんなで取り組みましょう。

　

不法投棄されないためのポイント
■草刈りを十分に行う（下草が生えている場所が
狙われやすい傾向にあります）

■ごみを小まめに拾う（ごみがごみを呼びます）
■鳥居を模したものや花壇を作るなど、ごみを捨
てにくい環境をつくる

　　  不法投棄を見つけたらお知らせください
　　●環境事業所　☎22-8255
　　●津山警察署生活安全課　☎25-0110
　　●美作県民局環境課　☎23-1243

市内の山林で発見された不法投棄市内の山林で発見された不法投棄

こころの痛み
を聴かせてく
ださい

相談名 とき

精神保健福祉相談 毎月第４水曜日
午後１時 30分～４時

思春期保健相談 毎月第２木曜日
午後１時～３時

５年以下の
懲役 または

　　　　1
,000万円以

下の罰金

　　　　　
　　（法人

には３億円
まで加重）

５年以下の
懲役 または

　　　　1
,000万円以

下の罰金

　　　　　
　　（法人

には３億円
まで加重）

５年以下の
懲役 または

　　　　1
,000万円以

下の罰金

　　　　　
　　（法人

には３億円
まで加重）

守っていますか？ 犬を飼うためのルール
トラブルの例
　道路や公園など、散歩中に犬のフンを始末しない
　犬をリードでつながずに散歩させている
　自宅の庭先に犬のフンを放置していて不衛生

　このようなトラブルの原因となる飼い方をしてい
ませんか？
　犬の飼い主には、義務と責任があり
ます。犬と一緒に暮らしていくために
は、周りに迷惑や危害を及ぼさない心
配りが必要です。人と動物が共生でき
る地域となるよう、ルールやマナーを
守りましょう。

登録と予防注射
　飼い犬は、一生に一度の登録と、１年に１回の狂
犬病予防注射の接種が法律で定められています。
　また、迷い犬になってしまった時のため、鑑札と
注射済票を首輪に付けておくことも大切です。

■問環境生活課☎32-2055
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